
容器包装リサイクル法および関連法令集

資源の有効な利⽤の促進に関する法律（平成三年法律第四⼗⼋号）（抄）

（定義）
第⼆条  

1〜10 （略）
 

11 この法律において「指定表⽰製品」とは、それが⼀度使⽤され、⼜は使⽤さ
れずに収集され、若しくは廃棄された後その全部⼜は⼀部を再⽣資源として
利⽤することを⽬的として分別回収（類似の物品と分別して回収することを
いう。以下同じ。）をするための表⽰をすることが当該再⽣資源の有効な利
⽤を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

 
12・13 （略）

 
（事業者等の責務）
第四条 ⼯場若しくは事業場（建設⼯事に係るものを含む。以下同じ。）において事

業を⾏う者及び物品の販売の事業を⾏う者（以下「事業者」という。）⼜は
建設⼯事の発注者は、その事業⼜はその建設⼯事の発注を⾏うに際して原材
料等の使⽤の合理化を⾏うとともに、再⽣資源及び再⽣部品を利⽤するよう
努めなければならない。

 
2 事業者⼜は建設⼯事の発注者は、その事業に係る製品が⻑期間使⽤されるこ

とを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が⼀度使⽤され、若
しくは使⽤されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは⼀部
を再⽣資源若しくは再⽣部品として利⽤することを促進し、⼜はその事業若
しくはその建設⼯事に係る副産物の全部若しくは⼀部を再⽣資源として利⽤
することを促進するよう努めなければならない。

 
（指定表⽰事業者の表⽰の標準となるべき事項）
第⼆⼗四条 主務⼤⾂は、指定表⽰製品に係る再⽣資源の利⽤を促進するため、主務省令

で、指定表⽰製品ごとに、次に掲げる事項につき表⽰の標準となるべき事項
を定めるものとする。
⼀ 材質⼜は成分その他の分別回収に関し表⽰すべき事項
⼆ 表⽰の⽅法その他前号に掲げる事項の表⽰に際して指定表⽰製品の製

造、加⼯⼜は販売の事業を⾏う者（その事業の⽤に供するために指定表



⽰製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表⽰事業者」とい
う。）が遵守すべき事項

 
2 第⼗条第三項の規定は、前項に規定する表⽰の標準となるべき事項を定めよ

うとする場合に準⽤する。
 
（勧告及び命令）
第⼆⼗五条 主務⼤⾂は、前条第⼀項の主務省令で定める同項第⼀号に掲げる事項（以下

「表⽰事項」という。）を表⽰せず、⼜は同項の主務省令で定める同項第⼆
号に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない指定表⽰事業者
（中⼩企業基本法（昭和三⼗⼋年法律第百五⼗四号）第⼆条第五項に規定す
る⼩規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収⼊⾦
額が政令で定める要件に該当するものを除く。）があるときは、当該指定表
⽰事業者に対し、表⽰事項を表⽰し、⼜は遵守事項を遵守すべき旨の勧告を
することができる。

 
2 主務⼤⾂は、前項に規定する勧告を受けた指定表⽰事業者がその勧告に従わ

なかったときは、その旨を公表することができる。
 

3 主務⼤⾂は、第⼀項に規定する勧告を受けた指定表⽰事業者が、前項の規定
によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理
由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表⽰
製品に係る再⽣資源の利⽤の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等
で政令で定めるものの意⾒を聴いて、当該指定表⽰事業者に対し、その勧告
に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 
（主務⼤⾂等）
第三⼗九条 この法律における主務⼤⾂は、次のとおりとする。

⼀〜三 （略）
四 第⼗⼋条第⼀項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条

第⼆項に規定する当該事項の改定、第⼗九条に規定する指導及び助
⾔、第⼆⼗条第⼀項に規定する勧告、同条第⼆項の規定による公表、
同条第三項の規定による命令、第⼆⼗⼀条第⼀項の規定による判断の
基準となるべき事項の策定、同条第⼆項に規定する当該事項の改定、
第⼆⼗⼆条に規定する指導及び助⾔、第⼆⼗三条第⼀項に規定する勧
告、同条第⼆項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第
⼆⼗四条第⼀項の規定による表⽰の標準となるべき事項の策定、第⼆
⼗五条第⼀項に規定する勧告、同条第⼆項の規定による公表、同条第
三項の規定による命令並びに第三⼗七条第⼆項の規定による報告の徴
収及び⽴⼊検査に関する事項については、政令で定めるところによ
り、当該指定省資源化製品の製造、加⼯、修理若しくは販売の事業、



当該指定再利⽤促進製品の製造、加⼯、修理若しくは販売の事業⼜は
当該指定表⽰製品の製造、加⼯若しくは販売の事業（その事業の⽤に
供するために指定表⽰製品の製造を発注する事業者にあっては、当該
事業者の事業）を所管する⼤⾂

五・六 （略）

 


